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衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
環
境
大
臣
が
行
う
勧
告
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
勧
告
を
行
っ
た
例
は
な
い
が
、
中

央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
国
の
行
政
組
織
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
廃
止

前
の
環
境
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
環
境
庁
長
官
が
行
っ
た
勧
告
と
し
て
は
、

「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す
る
航
空
機
騒
音
対
策
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
六
年
環
大
特
第
二
十
八
号
）
、
「
環
境
保
全
上
緊

急
を
要
す
る
新
幹
線
鉄
道
騒
音
対
策
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
七
年
環
大
特
第
六
十
八
号
）
及
び
「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す

る
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
一
年
環
大
特
第
三
十
二
号
）
の
三
件
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
運
輸
大
臣
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す
る
航
空
機
騒
音
対
策
に
つ
い
て
」
は
、
東
京
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
周
辺
地
域
に

お
け
る
航
空
機
騒
音
に
つ
い
て
、
指
針
と
し
て
、
航
空
機
騒
音
に
よ
る
生
活
環
境
上
の
被
害
を
で
き
る
だ
け
軽
減
す
る
こ
と
、

航
空
機
騒
音
が
八
十
五
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｌ
（
航
空
機
騒
音
の
評
価
単
位
）
以
上
に
相
当
す
る
地
域
で
は
、
住
居
内
に
お
け
る
日

常
生
活
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
示
す
と
と
も
に
、
指
針
達
成
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、

航
空
機
の
発
着
に
関
す
る
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
、
航
空
機
騒
音
が
八
十
五
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｌ
以
上
に
相
当
す
る
地
域
を
騒
音

一



障
害
防
止
措
置
を
講
ず
る
地
域
と
し
て
指
定
し
、
同
地
域
の
既
設
の
住
居
に
対
す
る
防
音
工
事
の
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ
と

等
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
実
現
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
よ
う
勧
告
し
た
。
運
輸
省
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
東
京
国

際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
に
お
け
る
航
空
機
の
深
夜
の
運
航
の
規
制
、
航
行
の
方
法
の
指
定
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
昭
和
四
十
九
年
に
改
正
さ
れ
た
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
騒
音
対
策
区
域
の
指
定
、
同
区
域
内
の
住
宅
防
音
工
事
に
対
す
る

助
成
等
を
行
っ
た
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
対
応
に
よ
り
、
東
京
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
周
辺
地
域
の
環
境
保

全
は
推
進
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

二

「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す
る
新
幹
線
鉄
道
騒
音
対
策
に
つ
い
て
」
は
、
新
幹
線
鉄
道
の
騒
音
に
つ
い
て
、
指
針
と
し
て
、

騒
音
レ
ベ
ル
が
住
居
等
の
存
す
る
地
域
に
お
い
て
八
十
ホ
ン
以
下
と
な
る
よ
う
音
源
対
策
を
講
ず
る
こ
と
、
音
源
対
策
を
講

じ
て
も
な
お
騒
音
を
低
減
す
る
こ
と
が
特
に
困
難
な
場
合
に
は
、
八
十
五
ホ
ン
以
上
の
地
域
内
に
存
す
る
住
居
等
に
つ
い
て

屋
内
に
お
け
る
日
常
生
活
が
著
し
く
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
障
害
防
止
対
策
を
講
ず
る
こ
と
等
を
示
す
と
と
も
に
、
指
針
達
成

の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
防
音
壁
の
設
置
等
の
音
源
対
策
、
既
設
の
住
居
に
対
す
る
防
音
工
事
の
助
成
措
置
等
の
障
害
防
止

対
策
を
挙
げ
、
所
要
の
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
よ
う
勧
告
し
た
。
運
輸
省
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
国
有
鉄
道
（
現
在

二



の
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
を
含
む
。
以
下
「
国
鉄
」
と

い
う
。
）
に
対
し
、
右
勧
告
の
指
針
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
計
画
を
策
定
の
上
速
や
か
に
報
告
す
る
よ
う

通
達
し
た
。
国
鉄
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
防
音
壁
等
を
設
置
す
る
な
ど
の
音
源
対
策
を
行
う
と
と
も
に
、
昭
和
四
十
九
年
に

「
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
障
害
防
止
処
理
要
綱
」
を
策
定
し
、
住
宅
等
の
防
音
工
事
に
対
す
る
助
成
等
を
行
い
、
さ
ら
に
、

「
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六
号
）
が
発
出
さ
れ
た
こ
と
、
そ

の
円
滑
な
達
成
に
資
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
一
年
に
「
新
幹
線
鉄
道
騒
音
対
策
要
綱
」
が
閣
議
了
解
さ
れ
た
こ
と
等
を
受
け
、

同
年
に
新
た
に
「
新
幹
線
鉄
道
騒
音
・
振
動
障
害
防
止
対
策
処
理
要
綱
」
（
以
下
「
騒
音
・
振
動
対
策
要
綱
」
と
い
う
。
）

を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
住
宅
等
の
防
音
工
事
に
対
す
る
助
成
等
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
対
応
に
よ
り
、
新
幹
線
鉄
道
沿
線
の
環
境
保
全
は
推
進
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

三

「
環
境
保
全
上
緊
急
を
要
す
る
新
幹
線
鉄
道
振
動
対
策
に
つ
い
て
」
は
、
新
幹
線
鉄
道
の
振
動
に
つ
い
て
、
指
針
と
し
て
、

新
幹
線
鉄
道
振
動
の
補
正
加
速
度
レ
ベ
ル
が
七
十
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
地
域
に
つ
い
て
緊
急
に
振
動
源
対
策
及
び
障
害
防
止

対
策
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
を
示
す
と
と
も
に
、
指
針
達
成
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
構
造
物
の
振
動
低
減
対
策
を
講
ず

る
こ
と
、
既
設
の
住
居
等
に
対
す
る
建
物
の
移
転
補
償
、
改
築
及
び
補
強
工
事
の
助
成
等
の
措
置
を
振
動
が
著
し
い
地
域
か

三



ら
実
施
す
る
こ
と
等
を
挙
げ
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
し
た
。
運
輸
省
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
国
鉄
及
び
日
本
鉄

道
建
設
公
団
に
対
し
、
構
造
物
等
の
振
動
防
止
対
策
等
に
係
る
技
術
開
発
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
推
進
、
障
害
防
止
対
策
実

施
要
領
の
早
急
な
策
定
等
を
行
う
よ
う
通
達
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
国
鉄
は
、
構
造
物
等
の
振
動
防
止
対
策
等
の
技
術
開

発
の
推
進
、
既
設
新
幹
線
鉄
道
の
バ
ラ
ス
ト
軌
道
区
間
へ
の
バ
ラ
ス
ト
マ
ッ
ト
の
敷
設
等
の
措
置
を
行
う
と
と
も
に
、
昭
和

五
十
一
年
に
騒
音
・
振
動
対
策
要
綱
を
策
定
し
、
住
宅
等
の
防
振
工
事
に
対
す
る
助
成
等
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
日

本
鉄
道
建
設
公
団
は
、
振
動
源
対
策
の
技
術
開
発
の
推
進
、
工
事
中
新
幹
線
鉄
道
の
高
架
構
造
物
等
に
つ
い
て
開
業
時
の
沿

線
の
振
動
レ
ベ
ル
が
七
十
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
よ
う
な
設
計
へ
の
配
慮
を
行
う
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
六
年
に
「
新
幹
線

鉄
道
騒
音
・
振
動
障
害
防
止
対
策
処
理
要
綱
」
の
策
定
等
を
行
っ
た
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
対
応
に
よ
り
、
右
に
述

べ
た
振
動
の
指
針
が
要
求
す
る
目
標
値
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
て
お
り
、
新
幹
線
鉄
道
沿
線
の
環
境
保
全
は
推
進
さ
れ
た
と
考
え

て
い
る
。
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